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日 時：２ ０ ２ ４ 年 ５ 月 １ ３ 日 （ 月 ） 午 後 ６ 時 開 会 

場 所：大通バスセンタービル２号館 ２階 子ども未来局大会議室 
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  １．開  会 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） それでは、定刻となりましたので、第７期札幌

市子どもの権利委員会第４回委員会を開催いたします。 

 本日は、お忙しい中をご参加いただきまして、誠にありがとうございます。 

 ４月の人事異動により着任し、事務局を担当することになりました子どもの権利推進課

長の石堂と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、千葉副委員長、Ｆ委員がご欠席されると連絡をいただいております。 

 続きまして、札幌弁護士会からご就任いただいておりましたＬ委員に代わり、新たにＫ

委員にご就任いただいております。 

 Ｋ委員、一言、ご挨拶をお願いいたします。 

○Ｋ委員 札幌弁護士会の子どもの権利委員会に所属しております弁護士のＫと申します。

改めて、よろしくお願いします。 

 前任のＬさんの後任ということで、世代が戻るのですけれども、就任することになりま

した。 

 私は、実は、札幌市子どもの権利委員会の第１期の委員を務めておりまして、特に条例

の第２８条のお互いの違いを認め尊重し合う社会の形成ということで、マイノリティーの

子どもたちのことに関してかなり心を砕いて条文をつくったという経験がありました。 

 ただ、その後のフォローが十分できていたかということが自分の中に残っておりまして、

そのような気持ちで、今回、委員を務めさせていただきたいと思っております。よろしく

お願いします。 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） ありがとうございました。 

 なお、お手元の名簿につきまして、その他変更等がございましたら、随時、事務局まで

お知らせ願います。 

 本日の会議につきましては、委員数１４名のところ、参加委員数１２名で、委員数の過

半数に達しておりますので、会議が成立しておりますことをご報告いたします。 

 本日は、Ｄ委員には、オンラインでご出席いただいております。 

 オンラインでご出席の委員におかれましては、会議中にご自身が発言される場面以外で

はミュートにしていただきますようお願いいたします。ご質問やご意見等がある際は、挙

手をしていただき、進行役がご指名いたしましたらミュートを解除してご発言をお願いい

たします。 

 また、途中退席される場合は、チャットでお知らせください。 

 続きまして、事務局の職員を紹介いたします。 

 まず、子どもの権利救済事務局から、品川代表救済委員でございます。 

 続きまして、子ども未来局子ども育成部から、佐藤子ども育成部長です。 

 二渡子ども企画課長です。 

 引地子どものくらし・若者支援担当課長です。 
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 そして、私は、子どもの権利推進課長の石堂でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 なお、佐藤子ども育成部長は、子どもの権利救済事務局長を、私は、子どもの権利救済

事務局次長を兼務しております。 

 続きまして、児童相談所から、湯谷家庭支援課長でございます。 

 教育委員会からは、教育課程担当課、児童生徒担当課、教育相談担当課、教職員育成担

当課より担当係長の４名が参加しております。 

 本日の出席の職員の紹介は、以上でございます。 

 続きまして、本日配付の資料を確認させていだきます。 

 資料につきましては、郵送にてお送りしておりますが、本日、お手元にお配りしており

ますのは３点となりまして、資料１、「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利

条例」に基づく令和５年度取組状況報告書、資料２－１、令和５年度子どもに関する実態・

意識調査結果【概要】、資料３、第４次さっぽろ子ども未来プランの改定について、以上

３点となりますが、お手元にない方はお知らせ願います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、ここからは寺島委員長に議事の進行をお願いいたします。 

 

  ２．議  事 

○寺島委員長 寺島でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日の議題は次の３点です。 

 第１に、「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」に基づく令和５年度

取組状況報告について、第２に、令和５年度札幌市子どもに関する実態・意識調査結果に

ついて、第３に、第４次さっぽろ子ども未来プランの改定について、以上の３点でござい

ます。 

 それでは、まず、１点目の議題の「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条

例」に基づく令和５年度取組状況報告について、事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） それでは、子どもの権利条例に基づく令和５年

度の取組状況についてご説明させていただきます。 

 お手元の資料１、「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」に基づく令

和５年度取組状況報告書をご覧ください。 

 報告書の構成は、表紙裏面の目次にありますとおり、１ページから５ページで取組の概

要を、６ページ以降で取組の状況を記載しております。 

 それでは、１ページをご覧ください。 

 取組の概要からご説明いたします。 

 まず、子どもの権利の普及・啓発の取組についてです。 

 白丸一つ目、主な子どもの意見表明・参加の促進の取組としまして、まず、令和５年度
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も子ども議会を実施いたしました。 

 また、市政に対する子どもからの提案・意見募集ハガキを学校などに配付し、計２７４

通の回答が寄せられ、それに対する札幌市の見解を子どもの権利の広報紙に掲載いたしま

した。 

 そのほか、札幌市全体の取組としまして、子どもを対象としたパブリックコメントやア

ンケート、ワークショップも実施いたしました。 

 白丸二つ目、主な理解促進・意識向上の取組としましては、学校の授業に活用できるパ

ンフレットを配付したことに加え、市内の保育所や幼稚園などに対し、乳幼児保護者向け

のリーフレットを配付いたしました。 

 また、市内３か所において、子どもたちから作品を募集した子どもの権利せんりゅう・

ポスター展を開催いたしました。 

 続きまして、中段の子どもの権利に関する推進計画の成果指標等の状況についてです。 

 推進計画の成果指標の状況は、次期計画策定の前年に実施する子どもと１９歳以上の市

内在住者を対象とした子どもに関する実態・意識調査により把握しており、令和５年度は、

平成３０年度以来５年ぶりに調査を実施いたしました。 

 調査の内容につきましては、後ほど、二つ目の議題で詳しくご説明いたします。 

 なお、令和２年度から４年度まで実施した子ども・子育てに関する市民アンケート調査

については、子どもと子どものいる世帯に限定するなど、一部調査対象に違いがあること

から、参考値として捉え、令和５年度は、前回、平成３０年度に実施した子どもに関する

実態・意識調査の結果と比較しております。 

 それでは、２ページをご覧ください。 

 子どもの権利についての認知度ですが、表の下に記載がありますとおり、子どもで上昇

したものの、大人全体では低下しており、４０代以上では「聞いたことはない」の回答が

増えております。 

 年代別に見ますと、５０代から７０代の世代では、同居する子どもがいないなど、もと

もと子どもとの関わりが少なく、コロナ禍によって地域活動が制限されたことで、子ども

の権利にも触れる機会が一層少なくなり、認知度を低下させたものと考えております。 

 一方、１９歳から３０代では、子どもの権利の「内容もある程度知っている」または「内

容を少しだけ知っている」の回答が増加しておりますが、これは平成２１年度の条例施行

後に進めてきた子どもに向けた理解促進の取組によって認識が浸透し、大人になってもつ

ながっている結果として表れていると考えております。 

 次に、子どもの権利が大切にされていると思う人の割合ですが、３ページ冒頭に記載の

ありますとおり、子どもは横ばい、大人は低下しております。 

 大人全般で「わからない」の回答が増えておりますが、これは認知度の低下と同様、同

居の子どもがいない、地域の子どもと関わりがないなど、身近に子どもがいないことに加

え、コロナ禍によって子どもと接する機会が減少したことにより「わからない」との回答
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が増えたものと考えております。 

 次に、自分のことが好きだと思う子どもの割合については、表の下に記載がありますと

おり、数値が前回平成 30 年度より低下しております。自己肯定感については、年齢や家庭

環境など、様々な事柄に影響されるものではあるものの、コロナ禍により子どもたちの様々

な活動が制限されたことも自尊感情の低下に影響を及ぼしている可能性もあると考えられ

ます。 

 これらを踏まえて、今後の取組として、まとめの欄の中段に記載のありますとおり、令

和６年度は子どもや保護者に向けた理解促進の取組を引き続き実施するとともに、子ども

と関わりのない市民も含め、様々な機会を捉えた普及啓発により一層取り組み、広く子ど

もの権利の認識を広められるよう努めていきます。 

 また、いじめ・虐待などの権利侵害は決して許さず、ヤングケアラー、子どもの貧困な

どの社会課題にも、子どもの救済活動の充実を図りながら、組織全体を挙げて取り組み、

子どもを権利侵害から守っていきます。 

 そして、様々な機会において子どもが成功体験等を感じ、自己肯定感を高められるよう、

子どもの体験や参加の機会を確保していくとともに、こども基本法も踏まえ、全庁におけ

る子どもの意見反映の取組のさらなる促進を図り、より一層、子どもの権利が大切にされ

るこどもまんなか社会の実現に向けた取組を進めてまいります。 

 そして、次期推進計画の策定に当たっては、今回の実態・意識調査の結果を踏まえ、今

後の子どもの権利に関する施策の方向性や取組について検討してまいります。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 子どもの権利救済機関である子どもアシストセンターの取組についてです。 

 説明に当たりまして、本日、ご出席をいただいております品川代表救済委員にご説明を

いただきます。 

 品川代表救済委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（品川代表子どもの権利救済委員） 私からは、子どもアシストセンターの活動

状況報告について、簡単に説明させていただきます。 

 皆様もご存じだとは思いますが、子どもアシストセンターは、権利侵害に悩み苦しむ子

どもに関わる相談から実際の救済までを行う機関でございます。行政から独立した第三者

機関として、相談や救済の申立ての中で、必要であれば、調整として関係機関に働きかけ

を行っています。 

 当センターには、子どもやその保護者などから、日々、様々な相談が寄せられます。私

たちは、相談者の子どもあるいは保護者の思いを受け止めて、寄り添い、共に考えながら、

子どもが次のステップを踏めるように助言、支援をしております。 

 それでは、令和５年度の子どもアシストセンターの取組についてご説明させていただき

ます。 

 先ほどの資料の取組状況報告書の４ページをご覧ください。 
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 最初に、白丸の１番目でございます。 

 相談件数については、実件数、つまり相談者数が１，１４４件で、前年度に比べて０．

７％増えております。 

 他方で、延べ人数、つまり１人の方が複数回相談を寄せられることがございますので、

総相談件数が３，２３８件で、前年度と比べて１９．７％増えております。 

 続いて、白丸の２番目の「調整活動」の件数につきましては、２４件の案件について実

施しております。そのうちの１１件は、学校が調整先でした。 

 資料に記載はございませんが、内容といたしましては、友人関係や教師との関係、不登

校、精神不安など、様々なものがありました。 

 調整活動は、責任の追及ということではなく、当事者同士の前向きな対話ができるよう

にということで、何よりも子どもの置かれた状況が改善に向かうことを願って、つなぐた

めの支援を行っております。 

 続いて、白丸の３番目の救済の申立てについては、令和５年度はございませんでした。 

 以上の活動実績につきましては、資料２２ページ以降に、数値などを詳しいものを掲載

させていただいております。 

 最後に、白丸の４番目の新たな広報活動等といたしましては、令和４年度に、夏休み、

冬休みの期間終了時に行ったＬＩＮＥ広告を、令和５年度は春休みにも配信したほか、中

高生がよく利用しておりますＴｉｋＴｏｋの広告を夏、秋、冬に配信するなど、ＳＮＳを

活用し、幅広い層に向けて年間を通した切れ目のない広報に努めました。 

 今後もアシストセンターをより多くの子どもたちと保護者の方に知っていただいて、悩

みなどがあれば相談していただけるよう、効果的な広報活動を行っていきたいと考えてお

ります。 

 私からの説明は、以上でございます。 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） 品川代表救済委員、ありがとうございました。 

 続きまして、５ページをご覧ください。 

 子どもの権利に関する教育委員会の取組についてです。 

 教育委員会では、教職員研修や札幌市「人間尊重の教育」推進事業を実施するのと合わ

せまして、学校教育全体の中で子どもが自他の権利の尊重について学び、子ども同士が支

え合う活動に取り組み、子どもの権利の理念を生かした教育活動の充実を図るとともに、

いじめ、不登校への対応などを通じて、子どもの安心と学びのための環境づくりを進めま

した。 

 教職員向け研修としましては、教職員が権利条例についての理解を深められるよう、新

任管理職研修や１年次研修などで子どもの権利に関する講義を行うとともに、学校生活に

困りを感じている子どもの理解と支援や、ピアサポートに関連した研修を行いました。 

 なお、実際の研修では、子ども未来局の職員も講師を務めるなど、教育委員会と子ども

未来局が連携して取組を進めました。 
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 １枚おめくりください。 

 次に、取組の状況について、６ページ以降に詳しく記載しておりますが、その中から主

な取組について、何点かご紹介いたします。 

 まず、８ページをご覧ください。 

 （３）の①ですが、こども家庭庁が推進するこどもまんなか社会の実現に向けた取組に

賛同し、令和５年９月３０日に開催された職業体験イベント「ミニさっぽろ２０２３」に

おいて、出展・協賛企業とともに、こどもまんなか応援サポーターとなることを宣言しま

した。 

 また、②ですが、令和６年１月２２日に、「こどもまんなか社会の実現のために～親も

子も共育ち」をテーマとし、北海道とともに、こども家庭庁の共催によりシンポジウムを

開催いたしました。 

 さらに、９ページの冒頭の③ですが、子ども連れの方や妊娠中の方に優しい取組をこど

もファスト・トラックに類似したものと捉え、その取組及び各施設のおむつ替えスペース

や授乳室の状況についてまとめ、ホームページで公開いたしました。 

 次に、２枚おめくりください。 

 １２ページには、子ども議会について記載しております。 

 これは、子どもたちが主体的に札幌のまちづくりについて話し合い、発表する活動を通

じて、市政への子どもの参加及び意見表明の機会とする取組です。 

 令和５年度は、「共生社会」を題材に、子ども議員自ら設定した五つのテーマについて、

関連する部局の市職員から市の現状などを学んだ上で話合いを重ねました。全体の進行は

専門のファシリテーターが行いましたが、テーマごとに分かれたグループの話し合いのサ

ポートは、事前に研修を受けた高校生、大学生のユースファシリテーターが行いました。 

 子ども議員は、市や市民ができることなどについて意見をまとめ、市長に直接報告いた

しました。 

 次に、１３ページ中段、③に、市政やまちづくりへの子どもの参加と意見表明の機会の

促進について記載しております。 

 札幌市では、子どもを対象としたパブリックコメントやワークショップなどを実施し、

まちづくりへの子どもの参加や市政に子どもの意見を反映する取組を推進しております。 

 令和５年度は、こども基本法の施行に伴い、子どもの意見表明に必要な措置を講するこ

とが地方公共団体に義務づけられたことから、より一層の充実化を図るため、全庁に向け

て通知を発出し、取組を促進いたしました。 

 主な取組の例としましては、市長と語ろう！サッポロスマイルトークキッズや、ＮＥＸ

Ｔ水道ビジョンワークショップが実施されました。 

 次に、１５ページをご覧ください。 

 多様な体験機会の場の充実として、①子どもの体験活動の場の支援や、②プレーパーク

事業の推進、③子どものまち「ミニさっぽろ」など、子どもが成功体験を通じ、自己肯定
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感を高められるような取組について記載をしております。 

 次に、１７ページをご覧ください。 

 下段、②に、いじめを防止し、子どもを守るための取組に充実について記載しておりま

す。 

 教育委員会の取組として、国のいじめの防止等のための基本的な方針及び札幌市子ども

の最善の利益を実現するための権利条例の趣旨等を踏まえ、平成２８年６月に策定した札

幌市いじめの防止等のための基本的な方針について、札幌市児童等に関する重大事態調査

検討委員会から令和３年におけるいじめの重大事態についての提言を受け、法の基本理念

に基づき、社会総がかりでいじめ防止に取り組む体制の強化を図ることを目指して、方針

の改定を検討いたしました。 

 「学校・家庭・地域総ぐるみで、いじめは『しない・させない・許さない』を徹底」を

いじめ防止のビジョンに掲げ、札幌市全体で重層的・包括的な支援を行うべく連携を図り、

いじめ防止に取り組んでいくとし、さらに、提言を踏まえたいじめの見直しなどを防ぐ組

織的な対応やＩＣＴを活用した児童生徒のＳＯＳの早期発見、早期対応などの新たな取組

を加え、令和６年４月に改正いたしました。 

 次に、２０ページをご覧ください。 

 中段、④には、病気等を抱える子どもの居場所づくりに向けた取組として、こどもホス

ピスづくり活動支援について記載しております。 

 命を脅かす病気や障がいを抱える子どもとその家族が安心して遊んだり学んだりできる

居場所、こどもホスピスづくりに取り組む民間団体等の活動に対する支援の輪を広げるた

め、市民を対象にこどもホスピスパネル展を開催いたしました。その際、こどもホスピス

づくり活動を進めている団体が主催するイベントを北海道とともに後援するなど、現在進

められている活動の後押しも行いました。 

 次に、２枚おめくりください。 

 ２４ページ下段、②ですが、児童相談体制の強化に向けた取組として、専門的相談支援

体制を強化するため、児童福祉司や児童心理司などの専門職の増員や、警察との連携強化

のため相互に職員の派遣を行うなど、第３次札幌市児童相談体制強化プランに掲げる取組

を計画的に実施しております。 

 また、令和３年７月１日より、特定任期付職員として常勤弁護士を配置しており、令和

７年度からは親権者等の同意を得られない一時保護開始に係る司法審査が導入されるため、

児童相談所における法的対応体制をさらに強化していくところです。 

 なお、同プランに基づき、整備を進めている（仮称）第二児童相談所については、令和

５年度から工事を開始しており、令和７年度中の開設に向けて準備を加速しております。 

 次に、①ヤングケアラー支援に向けた取組についてですが、主なものとして、令和５年

４月より、ヤングケアラー本人のほか、その家族や関係する職員、地域関係者等から広く

ヤングケアラーに関する相談に応じるための専門相談の窓口を設置しております。 
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 また、２６ページ中ほどに、ヤングケアラー支援研修について掲載しておりますが、こ

れはヤングケアラーの早期発見・把握等の支援体制の強化を目的としているもので、令和

５年度は、教員向け研修や各区民児協研修などを実施するとともに、関係職員向けの外部

研修も実施いたしました。 

 この外部研修については、北海道と連携し、全３回実施しております。 

 以上、令和５年度取組状況報告書の説明につきまして、今後の取組についてのご意見な

どがございましたら、ぜひお願いいたします。 

 なお、この報告書については、ご意見などをいただいたあと、市長への説明ののち、札

幌市議会の文教委員会に報告する予定となっております。 

 私からの説明は、以上でございます。 

○寺島委員長 それでは、意見交換に移らせていただきます。 

 ご質問を含めて、ご意見のある方はお願いいたします。 

○Ｈ委員 札幌市主任児童委員連絡会の副代表幹事を務めていますＨと申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 私からは、３点ご質問させていただきたいと思っています。 

 一つ目は、私たち子どもの権利委員にも郵送されている子どもの権利の啓発用のポスタ

ー、壁に貼れるような大きなポスターがあるのですけれども、それはこの資料の中のどこ

に位置づけられているのかと、どういうところに配付されているのかについてお伺いさせ

ていただきたいと思います。 

 それから、二つ目は、札幌市はフリースクールに対して補助金を出しているということ

で、フリースクールのことが出ていました。私が知る限り、北海道内では札幌市だけが補

助金を支出している自治体であると認識しています。この資料では、１２団体と書かれて

いますけれども、私が知っている情報では、フリースクールに対する補助金については、

在籍している人数、フリースクールを利用している人数に応じて、その補助金の金額を決

めるというような形で配分していると認識していますが、フリースクール１２団体で大体

どのぐらいの在籍者というのでしょうか、利用されている子どもについて、分かる範囲で

結構ですので、教えていただきたいと思います。また、違うなら違うとご指摘をいただき

たいと思います。 

 それから、三つ目は、児童相談所の事業で、一番最後の３０ページに活動指標というこ

とで、令和２年度から令和５年度までの数値、人数や件数が出ているのですけれども、オ

レンジリボン地域協力員は、私たち主任児童委員も全員そうなっているのです。これは、

令和４年度と令和５年度で同じ数値になっていますが、何か意味があるのかをお聞きした

いと思います。 

 以上、３点です。よろしくお願いいたします。 

○寺島委員長 それでは、今の３点について、事務局からご説明をいただけますでしょう

か。 
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○事務局（石堂子どもの権利推進課長） まず、１点目の子どもの権利推進ポスターにつ

いて、私からお答えいたします。 

 記載については、こちらの取組状況報告書の７ページの（２）の①子どもの権利せんり

ゅう・ポスター展の一環でやっております。 

 また、配付先につきましては、市内の学校や保育園、児童会館等でございます。 

○事務局（引地子どものくらし・若者支援担当課長） 私からは、フリースクールに対す

る補助金への質問について、今、細かい数字を持ち合わせていないので、お答えできる範

囲でご説明させていただきます。 

 札幌市でフリースクールの補助をさせていただいておりまして、まだ集計中でございま

すけれども、昨年度の決算ベースでは１２団体に対して補助を行っているところです。 

 少し要件がございまして、大まかに申しますと、ＮＰＯ法人であることや、２０人まで、

５０人までなど、在籍している児童の人数に応じて区分が幾つかございまして、その人数

に応じて補助をさせていただいています。 

 内容といたしましては、指導体制の充実ということで、新たに職員の方を任用して学び

の環境を充実する場合に対する補助、それから、教材などの環境整備に係るお金に対して

補助をして、学びの環境を充実させていただいているところでございます。 

 それで、先ほどあった補助対象の児童が全部で何人いるかについては、今、細かい数字

を持ち合わせておりませんので、後日、確認の上、ご回答させていただきたいと思います。 

○事務局（大道企画担当係長） 児童相談所地域連携課の大道と申します。 

 ３点目のオレンジリボンの地域協力員の昨年度の実績数は、まだ集計途中でございまし

て、一旦、令和４年度の１万９，４４１人という数字を入れております。集計途中ではあ

りますが、令和５年１２月末の段階で２万６４１人という数字になっております。 

○Ｈ委員 できれば、調整中など、何か言葉を入れていただくとよかったのではないかと

お伝えいたします。 

○寺島委員長 仮の数字が入っているということですね。 

○事務局（大道企画担当係長） はい。 

○寺島委員長 分かりました。 

 ほかに、ご意見、ご質問等はいかがでしょうか。 

○Ｋ委員 まず、要望からですが、本当はＬさんから引き継ぐべきだったのかもしれませ

んが、その時間がなかった関係で、私は、１回目から３回目までの資料をいただいていな

いので、それを送っていただきたいのが１点です。 

 それから、質問と意見が混じってしまうのですけれども、一つ目が４ページの子どもア

シストセンターの関係です。 

 救済の申立ては令和５年度はなしと書いてあるのですが、過去に何件ぐらいあったのか

とその概要的なものを、今でなくて結構ですので、教えていただきたいです。 

 それから、戻りまして、２ページや３ページに関わり、２ページの上の子どもの権利に
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ついての認知度の表で、子どもの３人に１人ぐらいが「内容はわからない」と答えていま

すが、これは数字が大きく動いていないと想像するのです。啓発はいろいろな形で一生懸

命やっていただいていると思うのですけれども、それでも、内容についての浸透度が、世

代もどんどん変わっていくということもあるかもしれませんが、一方で、上の世代が分か

っていないと考えると、どういうふうに浸透度をはかっているのか。啓発は、フィードバ

ックが必要だと思うのですけれども、子どもたちが啓発資料を見て、どういうふうに感じ

たり、こういうところが足りないのではないか、やり方はこうしたほうがいいというアイ

デアをどうやって聞いていらっしゃるのかが二つ目のご質問です。 

 関連して、３ページですけれども、自分のことが好きだと思う子どもの割合は、コロナ

禍の影響もあってと書かれていて、もちろん、それもゼロではないと思うのですが、恐ら

く、子どもの自己肯定感が低いというのは日本の特徴として全国的に言われているところ

だと思うのです。やはり、次の計画にも関わってくると思うのですけれども、これをどう

いう工夫をしながら上げようとしているのか、このまとめだけでは十分理解できなかった

ので、教えてください。 

 次に、４ページの一番下の子どもアシストセンターの新たな広報活動等というところで、

ＴｉｋＴｏｋ等のＳＮＳとあります。私は、ＴｉｋＴｏｋを見ていないので、どういう内

容の広報かを教えていただきたいと思います。 

 それから、１２ページの子ども議会の関係です。ファシリテーターも入ってかなりグル

ープディスカッションをした上でまとめたものに関して市長に報告したということですけ

れども、その報告した後、どういうふうにしていくのか、していっているのかのフィード

バックがどうなっているのかを伺いたいと思いました。 

 あとは、１ページに戻りまして、５年ぶりに調査を実施されているということですが、

これのスパンが５年だと状況が結構変わると思うのです。かなりエネルギーを使うので、

大変だろうとはもちろん思うのですけれども、もう少しスパンを短くされたことはあるの

かと、今後どういうふうに考えていらっしゃるのかを伺いたいと思います。 

○寺島委員長 ６点ぐらいあったのですが、一つ目の資料についてのご要望を含めて、事

務局からご回答をいただけますでしょうか。 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） １回目から３回目の資料につきましては、後日、

個別にお送りしたいと思います。 

○寺島委員長 二つ目以降のご質問、ご意見についてお答えいただけますか。 

○事務局（品川代表子どもの権利救済委員） 私から、アシストセンターに関するものを

お答えいたします。 

 救済申立てがこれまで何件あったかにつきましては、平成２１年から令和４年までの１

４年間で、合わせて大体２０件あります。 

 ただし、例えば、平成２７年、２８年、２９年は０件ですけれども、平成２５年には５

件あるなど、ばらつきがございます。 
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 また、救済を申し立てた場合も、調査をする場合と全くしない場合、あるいは、取り下

げる場合がございます。 

 調査をしないというのは、アシストセンターは個人の救済となっていますので、例えば、

団体、学校全体に対する苦情となると、個人ではないので、それは救済の申立てにならな

いというようなことがございます。 

 詳しくは、実は、アシストセンターは、毎年、活動状況報告書というものがありまして、

これまでどんな救済があって、大体何回ぐらい対応したのかというようなことが書いてあ

ります。例えば、平成３０年には３件の救済申立てがあって、その中には暴力行為に関す

ることという申立てがあったのですが、これは、調査などの回数が３８回と非常に多くな

っていましたが、申立ての趣旨が実現したと判断して終結しています。 

 そのように、一律ではないのですけれども、申立ての方に納得していただける、あるい

は、これは対象にならないというものをある程度ご理解いただきながら進めております。 

○Ｋ委員 調査を行って勧告まで行ったケースは何件ございますか。 

○事務局（品川代表子どもの権利救済委員） 勧告まで行ったケースはございません。 

 あとは、ＴｉｋＴｏｋはどんな広報かということですけれども、ＴｉｋＴｏｋは短い動

画で中高生の方の踊りなどが次々出てくるのですが、その次々出てくるところに、子ども

アシストセンターは何時から何時まで受付だから連絡してねというものが載っています。 

 ただし、全ての方が見られるわけではないです。というのは、年齢制限をして配信して

おりますので、私の年齢では見られませんが、中高生の方は見られます。あとは、地域も

札幌市内で、例えば、九州の方がご覧になっても相談対象にならないことがあって、ピン

ポイントで配信しています。 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） 先ほど質問がございました子どもアシストセン

ター以外のものですけれども、委員がおっしゃっていた子どもの意見を聞くということは、

こども家庭庁でも重要に考えているところでございます。 

 まず、一つ目の啓発につきましては、いろいろな配付物を配っていますが、子どもの受

け止めつきましては、今、直接それについてのアンケートを取っていないのですが、実際

に、チラシや名刺サイズのカードを見て、アシストセンターに電話をかけてきており、相

談件数が増加しておりますので、フィードバックといいますか、認知は上がってきている

ことが分かります。 

 二つ目の子ども議会が市長に意見を伝えて、それきりになっているのではないですかと

いうことにつきましては、報告の機会を大事にしつつ、実際に共生社会につきましては、

札幌市全体の施策の中で活用されているものもあります。例えば、昨年度、令和５年度に

つきましては、各区役所のロビーに、バリアフリーといいますか、小さいお子さんなど、

いろいろな方が使えるような多様性のある椅子に変えるといった札幌市全体の施策の中に

生かされているものはあります。 

 あとは、先ほどの自分のことが好きだと思う子どもの割合は、コロナ禍であるという理
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由もあるけれども、実際に、今後どうやってやっていくのかにつきましては、１５ページ

にありましたように、成功体験の積み重ねで、小さなことでもできたということを通して、

自分が認められたという自己肯定感、承認欲求を高めていきたいと考えております。 

 最後に、アンケート期間が５年では長いのではないかというお話がございましたが、プ

ランの前年に５年ごとの大きな調査はしているのですけれども、それ以外にも令和２年か

ら令和４年まで毎年、対象規模は小さくなるのですが、子ども・子育てに関するアンケー

ト調査をしておりまして、これも一つの参考として使用しているところでございます。 

○Ｋ委員 関連ですが、今、子ども議会の提案を実際に実現したという例を伺ったのです

けれども、子どもたちへのフィードバックの仕方で、逆に、子どもたちがそういう啓発を

見てどう感じたかというフィードバックの仕方として、アンケートは実施していないけれ

ども、相談件数に反映しているというお答えだったと思います。アンケートなどをやると

きに、少し感想を書いてもらうなど、何かフィードバックする仕組みがないのかという趣

旨の質問をさせていただいたつもりでしたが、その点はどうですか。 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） 現時点においては、直接的にフィードバックを

するようなものはないので、今後検討していきたいと思います。 

○Ｋ委員 意見としては、ぜひそこは具体的に仕組みをつくってほしいと率直に思うとこ

ろです。 

○寺島委員長 ほかはいかがでしょうか。 

○Ｄ委員 公募のＤです。よろしくお願いします。 

 資料の１７ページの教育支援センターについて質問があります。 

 こちらは、娘が不登校で、札幌の小学校の不登校の児童を抱えるご家庭の方の集まりに

個人的に参加していたのですけれども、そこで話題になって、こんなものがあるとほかの

お母さんを通して知りました。驚いたことに、ほかのお母さん方で知っている方が１２人

中１人だけで、学校からのあっせんがなかったのです。 

 今日、この資料にあったので、札幌市のウェブサイトからアクセスして、どういう形で

支援を受けられるのかを見ていたら、学校を通して申し込むとありましたが、実際に、娘

が通っていた学校では、そういったあっせんがありませんでした。 

 ここで、令和元年から５年度までの登録児童数が出ていますけれども、これは不登校児

童全体の何割ぐらいのお子さんがここに登録されていて、実際にここに関わるように学校

からのあっせんがどの区でもうまく進んでいるのか、その状況などを教えていただきたい

と思いました。 

 また、ここに書いてある仲間と関わりながら学習や体験的な活動、また、そのサテライ

トというものはこちらのウェブサイトでは情報が見つからなかったので、教えていただき

たいと思います。一つは、仲間と関わり合うことが難しいお子さんに対して、実際に仲間

と関わり合いながらというのが、聞いた話だと、そこに通所して授業のようなもの、学習

に参加するというようなものが行われているようですけれども、実際にどうやって仲間と



- 13 - 

 

関わるかの工夫がされているか、また、このサテライトで体験的な活動がどんなものなの

か興味を持ったのですが、ほかに情報がなかったので、教えていただけると幸いです。よ

ろしくお願いいたします。 

○寺島委員長 事務局から回答をいただけますか。 

○事務局（村上教育相談担当係長） 札幌市教育委員会の教育相談担当課の村上と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

 １点目の教育支援センターの通所生の割合が何％ぐらいかと言いますと、大体、４，８

００名の不登校児童生徒に対しての３３４名ですので、１０％にも満たない状況になって

おります。 

 ただ、こちらは、学校外の施設になっております。学校の中では、相談支援パートナー

というものが有償ボランティアで配置されておりまして、そちらに関わった人数は上に表

記がございますが、令和５年度実績で２，２８７名となっております。 

 全ての方が教育支援センターにつながるという状況ではございませんので、数として多

いのか少ないのかというのは、今、私たちでは評価が難しいところではございますが、１

０区あっての６施設でございますので、施設が未設置区もございます。その中で考えます

と、６施設で３３４名、主に中学生の方が多い状況になっております。 

 ２点目の学校からのあっせんの状況は、不登校状況のお子様の学校との関わりの状況、

それから、学校では、それぞれの背景によって、全てのお子さんに直ちに支援センターは

どうですかという話がしづらい状況にあると想像しております。何でかと言いますと、学

校につながっている状況が続いているにもかかわらず、学校外の施設をご案内することは

学校としてはしづらい状況かなと感じるところです。 

 ただ、担任の先生がその状況に全て合っているお子さんを全てご案内できているかとい

うと、これはなかなかうまくいっていない状況も当然ございます。それは、学校の先生が

支援センターにつないだことがなくて、どのようにつないでいいのかを分かっていない状

況もございまして、つなげていない状況もありますし、分かってはいるのですけれども、

今は学校とつながっている状況があるので、学校とのつながりを大切にしていこうと考え

られている状況もあるかなとも思います。さらに、状況としてうまくいっていないところ

は、このような考えをご家庭、学校が共有できていないため、うまくいかないということ

が起きているかなと思います。 

 ですから、支援センターのことを知っているかもしれませんし、知らないかもしれない

ですけれども、学校の先生とも共有いただきながら、どの段階になったらつないでいくの

かも情報共有されるのがよろしいのかなと思ったところです。 

 それから、３点目、サテライトに関わっては、今、ホームページ上では探知できなかっ

たというお話ですけれども、サテライトは中学生を対象としておりますので、全市的にこ

ちらをご案内している状況ではございません。今年度から実施しておりますけれども、サ

テライト機能は、先ほど未設置区と言いましたが、厚別区、清田区、東区、手稲区の４区
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で、今まで支援センターに行きたかったけれども、遠くて通えない状況のお子さんの掘り

起こし的な感じで、アウトリーチ的な機能を支援センターに持たせてみた場合、どのよう

な状況になるかということで準備を進めていたところでございます。 

 週２回、それから、二、三時間という短時間の関わりになりますため、指導員の数も十

分におりませんので、貸室をお借りして行っている都合上、中学生を主な対象として行っ

ているところです。 

 お子さん同士の関わりが苦手なお子さんへの関わり方の工夫ですけれども、やはりお子

さんが得意とするところや興味を示すものについてのアプローチを進めていく状況にあり

ます。最初からこの集団に入りなさいよということもなかなか難しいことでございますが、

私たちは個別のプログラムを組んで行っている施設ではなくて小集団に向けたプログラム

となりますので、そこはご理解いただきながらということになります。 

 最後に、サテライトでの体験的な活動のご質問がありましたが、こちらは様々なことを

企画しております。今年度は、５月１３日を皮切りに始まったばかりではございますが、

ものづくりや軽運動、主に卓球などがほとんどの施設で行われます。 

 ただ、これも来たお子さんの状況によりますので、私たちが最初にこのようなプログラ

ムを組みたいなと思っていても、例えば、カードゲームやお話をしてその時間が終わって

しまう場合も当然ございます。そこから次に関係性が太くなっていったときに、ものづく

りをやってみたり、絵を描いている方もいらっしゃったり、それから、本を読んで活動を

終えられる方もいます。だから、そこに教員がいて授業が行われるわけではございません

が、そのようなプログラムを今は企画して運営しているところでございます。 

○寺島委員長 ほかにございませんか。 

○Ａ委員 では、何点か、質問や内容の確認をさせていただきたいと思います。 

 まず、１２ページの子ども議会ですが、共生社会ということで公募で選ばれた子ども議

員の方２５名程度にご参加いただいていると思うのですけれども、このテーマが五つぐら

いあるうち、例えば、当事者性の高いお子さんがいたのかどうか、当事者の声が中に入る

余地があったのかどうかを１点確認させていただければと思いました。 

 もう一点は、お願いになるのですが、１５ページの子どもの体験活動の場の支援という

ことで、ゴールデンウイークや夏休み、冬休みといった機会も含めて体験の機会が出てく

ると思うのですけれども、その機会を設ける際に、ぜひ障がいのある子たちに向けての配

慮の余地を残して参加しやすい状況を、例えば、きょうだいでの参加機会の再分配があれ

ばいいのかなと思いました。 

 あとは、１７ページのスクールカウンセラーについて、この説明文章ですと、全ての市

立学校にスクールカウンセラーを配置ということですが、これは何名ぐらいの配置なのか、

人数の確認をさせていただければと思います。 

 最後に、２０ページのこどもホスピスづくり活動支援の表現で、「障がいを抱える子ど

もとその家族が」となっているのですけれども、今、「抱える」という表現は共感性が得
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られるかもしれないのですけれども、それと同時に、いろいろなイメージを引きずってき

てしまうので、「障がいがある」といった表現に変えていただけると、私的にもいいかな

と思っていますので、ご検討よろしくお願いいたします。 

○寺島委員長 ご意見と質問をそれぞれ４点にわたっていただきましたけれども、事務局

からご回答をお願いいたします。 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） 私から、１２ページの子ども議会について、当

事者がいたのかどうかという点につきましては、今すぐには分からないので、確認の上、

お答えしたいと思います。 

 ２点目の１５ページのゴールデンウイーク、夏休み、冬休み等の開催時期や、障がいの

ある方の参加機会も広くということにつきましては、みなさんが参加しやすくなるよう引

き続き検討していきたいと思います。 

 ２０ページのこどもホスピスの文言につきましては、おっしゃるように、障がいのある

というふうに修正させていただきたいと思います。 

○寺島委員長 スクールカウンセラーについてはいかがですか。 

○事務局（髙橋児童生徒担当係長） 教育委員会児童生徒担当課の髙橋と申します。 

 私からは、スクールカウンセラーの人数についてお答えさせていただきます。 

 スクールカウンセラーの人数は、毎年、少し変動があるところですが、大体１００名前

後で推移しております。その人数は、毎年の採用によって変動があるのですけれども、札

幌市には学校が３００校ちょっとあるのですが、１名が複数校に行って対応しているよう

な状況で、毎年、人数に変動はありますが、どの学校にも必ず担当のスクールカウンセラ

ーがいる状況を毎年つくっております。 

○寺島委員長 ほかの方からいかがでしょうか。 

○Ｉ委員 Ｉです。お願いします。 

 Ａ委員の質問にありました子ども議会について、私はサポートのファシリテーターとし

て参加していたので、当事者の方が参加していたのかに少し答えられると思います。 

 ２５名のうち、１人だけバギーに乗っている方がいらっしゃって、その方はバリアフリ

ーのテーマについて、自分の経験を基にいろいろ議論をしていらっしゃいました。そのほ

かは、共生社会というテーマについての講義の中から自分がやりたいと思ったテーマを探

していた感じだったので、当事者という感じはあまりしなかったです。 

 それから、これは質問になるのですけれども、４ページに子どもアシストセンターの相

談件数があると思うのですが、３０ページにも子どもアシストセンターの相談件数の表が

ありまして、令和５年度の値が、４ページのグラフでは１，１４４件になっているのに対

して、３０ページのグラフでは１，６９２件になっているのは、４ページのグラフはＬＩ

ＮＥではないということですか、それについてお答えいただきたいです。 

 あとは、同じところで、延べ件数、総相談件数が増えているのですけれども、それは増

えているということに対してどうお考えなのかが聞きたかったです。 
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○寺島委員長 これはいかがでしょうか。 

○事務局（品川代表子どもの権利救済委員） 最初の質問は、令和５年度の相談件数の３，

２３８件のことでよろしいですか。 

○Ｉ委員 実件数の１，１４４のほうです。 

○事務局（品川代表子どもの権利救済委員） １，１４４件が、３０ページのグラフだと

１，６９２件になっているということですね。 

 最初は実件数ですけれども、３０ページの子どもアシストセンター「ＬＩＮＥ」相談件

数の１，６９２件は、延べ件数になっています。 

○Ｉ委員 ４ページは、実際にアシストセンターにお越しいただいた相談件数ですか。 

○事務局（品川代表子どもの権利救済委員） これは、実際にアシストセンターにお越し

いただいた数も、ＬＩＮＥも、電話も、メールも、全て含まれている件数になります。 

○Ｉ委員 ＬＩＮＥは１人から何回来てもということですか。 

○事務局（品川代表子どもの権利救済委員） そのとおりです。延べ件数は、１人が何回

もカウントされることになるのです。ですので、ＬＩＮＥは、例えば、お一人の方から今

日来て、あしたも来たら、２件となるので、数が多くなります。 

○Ｉ委員 ＬＩＮＥの相談は、一つの相談内容が終わるまでで１件ですか。日をまたいで

も同じ相談内容だったら１件とカウントするのですか。 

○事務局（品川代表子どもの権利救済委員） いえ、その日に来たのが１件です。それで

相談が終わりますねといったら、それで１件ですけれども、例えば、午前中に来て、午後

も来たら、それはまた別の１件となります。 

 ＬＩＮＥは、一つのＬＩＮＥ相談で結構長く続くのです。それで、今日、これがありま

したと終わるわけではなくて、こうこうでこうなのです、それはどうですかという何度も

やり取りをして、それは１件です。例えば、その日の夕方に、実はほかにも相談があって

いいですかという場合もあるのです。そういう場合は、新たにまた１件となっています。

ですから、ＬＩＮＥの延べ数がすごく多くなるというのは、お一人の方から複数相談いた

だいているということで多くなっています。 

 もう一点の相談が多くなっているのはどう読みますかということは、一つは、やはりＬ

ＩＮＥ相談を始めてから相談件数はすごく多くなってきているので、相談のしやすさがあ

るのかなと思います。それに合わせて、広報も、先ほど申し上げたように、年々いろいろ

な広報を多くしていったり、それから、広報の時期も考えて、例えば、夏休み明けで、そ

ろそろ学校が始まるけれども、ちょっと嫌だなと思う子に見てもらえるような時期に学校

にカードを配ることが相談件数の多さにあるのかなと思っています。 

○寺島委員長 ほかにございませんか。 

○Ｋ委員 さっきのＩ委員に関わってですが、相談件数のカウントの仕方がよく分からな

いのです。午前中にＬＩＮＥのやり取りがありました、仮に、夕方に、同じことだけれど

も、またＬＩＮＥで続きがあるということもゼロではないのかなと思うのですけれども、
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それはもう２件になるのですか、あるいは、日をまたぐと２件になるのですか。 

○事務局（品川代表子どもの権利救済委員） これはＬＩＮＥのシステムにもよるのです

けれども、相談がありますとぽんと入りまして、相談員がそれに対応します。相談がこれ

で終了しますといって、その方がＬＩＮＥを閉じたら、それはそれでもう１件です。それ

から、夕方でなくても、数時間後に入ってきたとしても、それはまた新たな１件として相

談がありますと来るのです。つまり、一般的なＬＩＮＥと同じで、それで閉じたら次とな

ります。 

○寺島委員長 ほかにございませんか。 

○Ｉ委員 ５ページの教職員向け講習のお話で、研修の対象となっているのが初任段階の

教職員の方と書いてあるのですけれども、私は、学校に行っている中で、新任の方ではな

くて何年も勤めていらっしゃる方のほうがこういう新しい知識や認識を得ることが必要だ

と思うのです。初任の方を対象としているのはどういう意図があってなのか、聞きたかっ

たです。 

○寺島委員長 いかがでしょうか。 

○事務局（横内研修担当係長） 教職員育成担当課の横内と申します。 

 当課で、いろいろな研修の企画を立てて実施して運営しております。 

 初任段階というのは、１年次というのは法定研修で法律で決まっている研修ですので、

まずはここで必ずみんな受けていただくところで、こう書き表しています。 

 そのほか、札幌市では、２年次研修、５年次研修、中堅教諭といって１０年前後の方対

象の法定研修、あとは、１５年研修というふうに、教員人生が終わるまでいろいろな研修

の機会があるのですが、生徒理解に対する研修は受けない研修がないようにカテゴリーで

分けて、必ずここは一つ取ってくださいねというふうにして取っていただいています。で

すので、ご自分たちのニーズもあるのですが、必ず生徒理解に関する研修を受けていただ

くのは、実はどの経年研修でもやっています。 

 ここで細かく表せていないのですが、それはやっております。 

○寺島委員長 ほかにございませんか。 

○Ｍ委員 １７ページのスクールカウンセラーについて質問があります。 

 まず、中等教育学校の年間の実数が異様に高いのは何か理由があるのかなと思ったのが

１点です。 

 それから、私が中学生のときにスクールカウンセラーの先生に相談する機会を設けても

らった立場だったので分かるのですが、相談者がいる時間もありますが、いない時間もあ

りますよね。その相談者がいない時間の割合、スクールカウンセラーの先生がそれぞれの

学校に滞在してくれている時間の中で、どれくらいの割合で生徒と一緒にお話をして心を

楽にしているのかは分かるのでしょうか。スクールカウンセラーの先生方がいる時間をフ

ルで使っているのだったら、もう少し人数を増やしたほうがより多くの生徒の話が聞ける

のかなと思うし、逆に、全然利用していない学校があるのならすごく利用する学校と少し
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差をつけて配属していただくことが可能なのかを聞きたいです。 

○寺島委員長 お願いいたします。 

○事務局（髙橋児童生徒担当係長） まず最初に、中等教育学校の５６０時間は、前期課

程、後期課程で１名ずつということで、２８０時間足す２８０時間で５６０時間となって

おります。 

 ２点目のスクールカウンセラーが相談している割合について、今それが手元にあるわけ

ではないのですけれども、実は、学校によって差があります。こうやって時間数も決まっ

ているものですから、例えば、子どもの数によっても相談件数が様々であったりします。 

 では、相談していない時間はどうしているかというと、例えば、教員に研修もすること

になっているので、教員向けの研修を行っていたり、また、スクールカウンセラーのほう

からクラスを回っていったりしている学校もあります。あとは、子どもたちだけではなく

て、保護者への相談もしているので、そういった相談も受けています。 

 心理の専門家になるので、やはり心理の面で学校の中で様々な仕事を行うようにして、

限られた時間ではあるのですけれども、使っている状況になっております。 

○寺島委員長 ほかにございませんか。 

○Ｊ委員 札幌市ＰＴＡ協議会のＪです。よろしくお願いいたします。 

 先ほどのＩ委員のご質問に関連するのですが、教員向けの子どもの権利に関する教育委

員会の取組の教員向けの研修に関して、こちらは幼稚園から高校まで教育機関がありまし

て、高校の教師も対象になっているかと思いますが、その中で、私立の学校の教員は対象

になっているのでしょうか。 

○寺島委員長 ご回答をお願いいたします。 

○事務局（横内研修担当係長） 私立の高校の教員は対象になっておりません。 

 ちえりあで行う研修や、札幌市教育委員会が配信している動画研修は、一つのデータに

まとめられて研修案内という形で送られているのですが、それは私立の高等学校に配付し

ておりません。 

 先ほど言った経年研修は幼稚園の先生方も受けるので、私立の幼稚園教諭も受けること

はあるのですが、今のところ、私立の高等学校は受けられる環境になっていないです。 

○Ｊ委員 追加で質問ですが、札幌市には、私立の中学校、高校、中高一貫学校もあるの

で、教育を受ける選択肢があります。ただ、同じ札幌市で教育を受けているのに、公立の

先生はそういう研修の機会があるのですけれども、私立の先生に対してはないということ

なのですね。 

 私は、保護者として自分の子どもを通わせる中で、私立の先生にもそういったところを

学んでほしいと思うような経験があったのですが、札幌市としては、私立の先生にもそう

いう機会をということは考えないところなのでしょうか。公立に限ってというのは札幌市

の考えでしょうか。 

○事務局（横内研修担当係長） 私立は所管ではないのです。 
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 また、道立高校もありますが、所管ではないので、また、別になります。 

 ただ、今年度から、教員研修履歴システムと言いまして、札幌市だけではなく全国で受

けたいろいろな研修の履歴を残すというシステムが入りました。今、システムが入りたて

で、現場はいろいろ試行錯誤しているのですが、実は、それでいろいろな研修が検索でき

て、ほかの自治体の研修で受けられるものもあるのです。ですので、先生方は、非常に研

修を受けやすい環境にはなっているかなと思います。 

 あとは、ＮＩＴＳという動画で研修講座を配信している機関もありますので、そういう

ような研修もいろいろなところでかなり活用されているようです。ＮＩＴＳも毎年いろい

ろな研修講座を更新していますので、そういうものを活用されている学校がありますし、

札幌市でも、ＮＩＴＳにこういうものがありますと受講講座の選択肢の中に入れています。

ですので、機会としては全国的に受けやすい環境になっています。 

○寺島委員長 ほかにございませんか。 

○Ｋ委員 今、いろいろな質問が出た中で、気づいた点を少しだけ申し上げます。 

 やはり、私学も含めて学校の先生たちがどういう研修を受けているのか、基礎データ的

なものがもう少しあったらいいなと思ったのが一つです。 

 それから、スクールカウンセラーの実情に関して、やはりこのパーセンテージ、時間だ

けではイメージが湧きづらいので、もう少し基礎データがあったらいいなと思いました。 

 あわせて、札幌市で不登校の子どもたちと考えたときに、どういう数字を把握している

のかも欲しいと思います。 

 それから、さっきの２０ページのこどもホスピスの関係の命を脅かす病気や障がいがあ

る子もいるというところで、ここもデータはなかなか取りにくいのかもしれないですけれ

ども、基礎調査をやっておられるかなと思うので、どれぐらいの数なり、実際に今の対応

がどうなのかという調査をされているのであれば、その資料もあったほうがいいなと思っ

たので、お伝えしておきたいです。 

○寺島委員長 初めにお伝えいたしましたように、３点の議題がありまして、現在、まだ

１点目なので、そろそろよろしいでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○寺島委員長 それでは、ここで、５分間休憩を取りたいと思います。 

 

〔  休    憩  〕 

 

○寺島委員長 時間となりましたので、再開したいと思います。 

 前半は、令和５年度取組状況報告についてご審議をいただきました。 

 続きまして、２点目、３点目の議題が残っております。予定では２０時終了でございま

すけれども、大分活発な議論がなされておりますので、少し時間が延びるかと思います。 

 おおむね２０時１５分頃の終了をめどに進めさせていただきたいと思いますので、ご協
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力いただけますようお願い申し上げます。 

 それでは、２点目の議題、令和５年度札幌市子どもに関する実態・意識調査結果につい

て、事務局よりご説明をお願いいたします。 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） それでは、令和５年度札幌市子どもに関する実

態・意識調査結果についてご説明いたします。 

 こちらのご説明につきましては、先ほどの取組状況報告書のバックデータになりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 札幌市では、昨年度、平成３０年度以来、５年ぶりに札幌市子どもに関する実態・意識

調査結果を実施いたしました。 

 調査の実施に当たりましては、皆様にご審議いただき、１２月に調査を実施し、３月に

調査結果がまとまりました。その結果につきましては、調査結果報告書として取りまとめ、

委員の皆様には郵送にてお送りしておりますが、２００ページ以上とボリュームが多いこ

とから、本日は、その概要をまとめた資料２－１、令和５年度札幌市子どもに関する実態・

意識調査結果【概要】にてご説明いたします。 

 まず、１ページ目は、調査概要についてです。 

 ページ数は、資料の右上に記載しておりますので、ご確認ください。 

 札幌市では、子どもが安心して暮らし、健やかに成長をするまちを目指して、子どもの

権利条例を制定し、子どもの権利の保障を総合的かつ計画的に進めるために、第３次子ど

もの権利に関する推進計画を策定しておりますが、本調査は、現計画の検証や次期計画策

定に向けた施策検討の基礎資料とするために実施したものです。 

 めくっていただきまして、２ページ目をご覧ください。 

 まず、回答者の状況ですが、上段が子ども、下段が大人の結果となっており、それぞれ

円グラフのとおり、子ども、大人ともに、幅広い年代から回答がありました。 

 下段右の棒グラフは、大人に同居の子どもの有無を聞いた結果であり、全体の約７０％

の大人が「同居する１８歳未満の子どもはいない」と回答しています。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 地域の人たちとの関わりについて、子どもに聞いた結果です。 

 左のグラフ、地域との関わりでは、下から２番目の「関わりはない」と回答した子ども

は約１５％となっており、多くの子どもは何かしら地域との関わりがあると回答しており

ます。 

 続いて、右下の表は、子どもを対象とした参加や環境について聞いた調査結果を抜粋し

たものです。 

 このうち、キ、地域や近所とのつながりの項目については、表の上の図にありますとお

り、平成３０年度の当初値４７．８％から、令和５年度は５７．０％に上昇しております。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 こちらは、地域の子どもとの関わりについて、大人に聞いた結果です。 



- 21 - 

 

 約半数の大人が地域の子どもと「関わりはない」と回答しています。その理由としては、

「関わる機会がない」「身近に子どもがいない」との回答が大半を占めています。 

 次に、５ページをご覧ください。 

 子どもの参加・意見表明の機会について、子どもに聞いた結果です。 

 子どもの参加については、自然、文化、スポーツ体験は機会も多く、比較的足りている

が、職業体験や社会体験、ボランティア活動の機会は十分ではないとの傾向となりました。 

 また、意見表明の機会につきましては、家庭や学校における意見表明の機会は比較的あ

るが、地域や札幌市政については「機会はない」や「特に言いたいことはない」の割合が

高い結果となりました。 

 次に、６ページをご覧ください。 

 子どもの意見を聞く機会等について、大人に聞いた結果です。 

 約４割が子どもの意見を聞いていると回答しているものの、約１割が聞くことができて

いないと回答しています。聞くことができていない理由としては、「子どもが自分の気持

ちや意見を言うことが少ないから」の割合が高くなっています。 

 次に、７ページをご覧ください。ここから９ページまでは、自分自身のことについて、

子どもに聞いた結果です。 

 ７ページの上の円グラフでは、毎日が充実していて楽しいと回答した子どもは８３．３％、

下の円グラフでは、自分のことを理解してくれる人がいると回答した子どもは８６．４％

と、いずれも８割を超えており、高い割合を示しております。 

 次に、８ページをご覧ください。 

 右上の図に記載しておりますとおり、自分のことが好きだと思う子どもの割合は、令和

５年度は６２．４％と、低くはないものの、前回、平成３０年度の調査からは低下してい

ます。 

 次に、９ページをご覧ください。 

 上の円グラフに記載のとおり、自分には様々な可能性があると思うと回答した子どもは

６９．０％でした。また、下の円グラフに記載のとおり、自分という存在を大切に思える

と回答した子どもは７３．２％でした。 

 次に、１０ページをご覧ください。 

 悩みや困り事の相談相手について、子どもに聞いた結果です。 

 右上の説明にありますとおり、「相談できる人はいない」との回答は約２％で、子ども

の多くは相談できる環境にある一方、誰にも相談しないと回答した子どもも一定数おり、

その理由は、「相談しても状況が変わらないと思う」「悩みを理解してもらえないと思う」

が上位となっております。 

 次に、１１ページをご覧ください。 

 子どもから相談を受けた経験について、大人に聞いた結果です。 

 大人の約３６％が子どもからの相談を受けた経験があり、その多くは自分の子どもから
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の相談ですが、仕事で関わる子どもや地域の子どもからの相談も相当数あるとの回答でし

た。 

 その相談への対応方法としましては、「じっくり話を聞いた」の割合が高くなっていま

すが、「対応方法についてアドバイスをした」や「学校など関係機関と連携した」など、

直接的な支援を行った回答も多くありました。 

 一方、少数でありますが、相談先や連絡先が分からなかったや何もできなかったという

回答も見られました。 

 次に、１２ページをご覧ください。 

 子どもアシストセンターの認知度について、子どもに聞いた結果です。 

 右上に記載のとおり、約半数の子どもがアシストセンターを知っていると回答しており、

１０歳から１２歳より、１３歳から１８歳のほうが認知度は高くなっています。 

 また、どのような相談機関であれば相談したいかを聞いたところ、「どんな話でも聞い

て受け止めてくれる」や、「解決方法を一緒に考えてくれる」といった寄り添い型の相談

対応と、「匿名（自分の名前を知られずに）で相談できる」といった回答が多くありまし

た。 

 次に、１３ページをご覧ください。 

 子どもの権利の認知度について、子どもに聞いた結果です。 

 左の円グラフに記載のとおり、聞いたことがあるという回答は６５．２％でした。これ

は、右上の図に記載のとおり、前回、平成３０年度の調査結果である６１．４％から上昇

しています。 

 また、その下には、「子どもの権利」を何で知ったかについて記載しておりますが、「学

校の授業や先生の話」や「学校で配られたパンフレットやチラシ」が高い割合を示してい

ます。これは、小学４年生と中学１年生に対して学校の授業で活用できるパンフレットを

配付するなど、継続的な普及啓発を実施しており、一定の成果が表れたものと考えており

ます。 

 次に、１４ページをご覧ください。 

 子どもの権利の認知度について、大人に聞いた結果です。 

 約半数の大人が聞いたことがあると回答したものの、前回の調査結果からは低下してい

ます。年代別では、１９歳から２０代、３０代の若年層について、また、状況別では同居

する子どもがいる人や地域の子どもと関わりがある人において、聞いたことがあるの割合

が高くなっています。特に、地域の子どもとの関わりの有無により、認知度の差は顕著な

ものとなっております。 

 次に、１５ページをご覧ください。 

 大切にしてほしい権利について、大人と子どもそれぞれに聞いた結果です。 

 子ども、大人ともに、上位二つは共通しており、「命が守られ、平和と安全のもとに暮

らすこと」「いじめ、虐待、体罰などから心や体が守られること」となっております。 
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 次に、１６ページをご覧ください。 

 子どもの権利が大切にされているかについて、子どもに聞いた結果です。 

 右上の図に記載のとおり、大切にされていると思う人の割合は６３．８％と、前回、平

成３０年度の調査と同じ数値となっております。 

 最後に、１７ページをご覧ください。 

 子どもの権利が大切にされているかについて、大人に聞いた結果です。 

 円グラフに記載のとおり、大切にされていると思う人の割合は３７．６％と、前回調査

から低下しております。また、「わからない」の回答が半数近くを占めていますが、これ

はもともと身近に子どもがいないことに加え、コロナ禍によって子どもと接する機会が減

少したことにより、「わからない」の回答が増えたものと考えられます。 

 私からの説明は、以上となります。 

○寺島委員長 それでは、意見交換に移りたいと思います。 

 ご質問、ご意見がある方はお願いいたします。 

○Ｈ委員 今回と５年前とで調査が違ったのは、ウェブアンケートを併用してやるという

ことだと思います。調査手法が違ったということですが、このウェブでの調査はどのぐら

いの割合になったのかは、いただいた資料の中ではよく分かりませんでしたので、ウェブ

でやった効果がどのくらいあったのかをお聞きしたいのが１点です。 

 それから、もう一つは、この委員会でのこれまでの議論の中で、設問項目をどうするか

はかなり議論をしてきたと思います。その中で、いじめやひきこもりという文言を入れる

かどうかはいろいろと賛否があったと思っているのですけれども、本編の１０５ページを

見ると、子どもに関する社会的問題において関心のあるものでは、「いじめ・人間関係の

トラブルなど」が最も多くて、「不登校・ひきこもりなど」は２７．３％と３割弱を占め

ておりますので、やはりこの文言を消さなくてよかったと私は思うのですが、この辺りの

見解はどう思われているのかをお聞きしたいと思います。 

○寺島委員長 それでは、事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） 一つ目のウェブの回答の件数については、全体

の１３％となっております。 

○Ｈ委員 年代別ではなく、全体としてということですか。 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） 全体の中では、小学生が１３％、中高生が１４％、

大人が１１％、全体で１３％という割合になっております。 

 二つ目の質問ですが、もう一度確認させていただいてよろしいですか。 

○Ｈ委員 本編の１０５ページにも載っていると思うのですけれども、「いじめ・人間関

係のトラブルなど」が最も多く数値として示されていますし、それから、「不登校・ひき

こもりなど」についても３割弱となっているので、調査結果から文言として削らなかった

のはよかったというふうに言えるかどうかということについて、見解をお聞きしたいので、

ご質問させていただきます。 
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○事務局（石堂子どもの権利推進課長） おっしゃるとおり、「いじめ・人間関係のトラ

ブル」が最も多いので、結果として、文言は削らなくて正解といいますか、明確な結果が

出ていますので、よかったと思います。 

○寺島委員長 ほかの方からご意見はいかがですか。 

○Ｃ委員 公募のＣです。 

 簡単に二つほどお伺いします。 

 調査期間が１２月１１日から２６日というのが短かったのか、長かったというお話が出

たのかどうかということと、ウェブの１３％はもう少し伸びたのか、伸びなかったのかと

いうお話が出たのか、あとは、各項目のところの成果指標で、令和６年度の目標値が設定

されているのですけれども、ばらつきがあるのは何か理由があって設定されているのかど

うか、お伺いしたいと思います。 

○寺島委員長 今の質問についてご回答をいただけますか。 

 今の質問の１点目ですが、例えば、回収した自由回答の中に、調査期間がもっと長けれ

ばよかったのにというご意見や反応があったかどうかという趣旨のご質問でよろしいです

か。 

○Ｃ委員 はい。 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） 前回、平成３０年度は、１２月１８日から３１

年１月１１日、約１か月弱の調査をしたときの回収率につきましては３２．５％で、今回、

２週間ぐらいですけれども、回収率については３４．６％となっておりますので、期間に

ついては、特段、短すぎて集まらなかったということはなかったと思います。 

 目標値につきましては、平成３０年度の際に定めたものでして、指標ごとに当初値に比

較して目標とすべき数値を設定しておりますので、そういった形になっております。 

○Ｃ委員 目標値と令和５年度で大分差があるというか……。 

○Ｈ委員 差があるというのは高過ぎるということですか。 

○Ｃ委員 これは、一般の方は、このぐらいの回答数を目標としていますということは特

に目にされないのですか。 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） 調査をする時点では、目標値を提示しておりま

せんが、プランの中で個別の目標値は出ておりますので、目にすることは可能になります。 

○Ｃ委員 令和５年度の結果で、令和６年度に立てている目標値にすごく近い分野もあれ

ば、子どもの権利が大切にされていると思う人の割合は３７．６％に対して、目標値が６

５．０％ですから、働きかけが必要なのかどうかなと感じました。 

○寺島委員長 ほかはいかがでしょうか。 

○Ｂ委員 膨大な調査をまとめていただいて、すごく大変だったと思います。ありがとう

ございます。 

 今のことにも関わると思うのですけれども、今回、回答した年齢が５０歳から５９歳と

か７０歳以上を合わせると５０％以上になっていますが、平成３０年度はどうだったのか
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なと思いました。その方たちの年代だと、身近に子どもがいない方たちが多くなってしま

うのかなと思うので、そうなると、子どもの権利について、よく分かっていなかったり、

関わりのない方たちが多い状況になってしまっているので、平成３０年度はどうなってい

るのかと、対象がちょっとどうかなという気がしました。 

○Ｈ委員 ランダムサンプルですからね。 

○Ｂ委員 そうですね。 

○Ｈ委員 今の質問に関して１点だけ言うと、本編の１２３ページの自由記述に次のよう

な文言が書かれていました。 

 「私は３０歳になりましたが、子どもをもつ余裕はなく、子どもを安全して育てられる

社会ではない」ということで、実は、若い人の中にも、子どもを持てない、子どもがいな

い人たちも含んでいると押さえることができるのではないかと思いました。 

○寺島委員長 事務局からいかがでしょうか。 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） まず、平成３０年度の調査の結果ですが、年齢

につきましては、５０歳から６９歳までで全体の４０．６％になっております。 

 また、平成３０年度の５０歳以上全部を合計しますと、５７．６％となっております。 

○Ｈ委員 ランダムサンプリングではなくて、若い世代を抽出して収集するようにしない

と難しいかなと思います。 

○Ｉ委員 ただ、若い世代の方だと、質問の量をもっと少なくしないと回答してくれない

と思います。 

○Ｈ委員 自由記述を全部読ませていただきますと、よく分からなかったけれども、今回

の調査で勉強になりましたというコメントもありました。住民基本台帳から無作為に抽出

して配っているものですから、こればかりはやむを得ないのかなと私は判断したところで

す。 

 ただ、自由記述の中にも、３０代の人でも、子どもを持てない、子どもはいない、本当

はつくりたいけれども、つくれない、こういう声もあるということです。これは、やはり

真摯に受け止めることが必要かなと思います。 

○寺島委員長 ほかにございませんか。 

○Ｋ委員 １点目が６ページのところで、これは質問がこうなっていたから仕方がないと

思いますが、子どもの意見に関するところで、大人に聞いた問１１では、どういう場面で

その考え方を言うかという質問があって、問１２は、機会を限定せずにすごく広い質問に

なっています。答えが出ている中で恐縮ですけれども、どういうことで質問を抽象化した

のかが分からなかったので、今でなくていいので教えてください。 

 次に、１５ページの大切にしてほしい権利で、子どもと大人を比較していただいて、①

②③と挙げていただいたのはよかったのですけれども、ほかのところも結構大事なところ

で、パーセンテージもかなり高いものがありますので、この辺りの分析ももう少ししてほ

しいなと思いました。質問としてはなぜしなかったかとなるのですが、分析をしていただ
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きたいという要望です。 

○寺島委員長 １点目をもう一回おっしゃっていただいてもよろしいですか。 

○Ｋ委員 ６ページの子どもの意見を聞く機会について、どういう場面でという限定をし

ない質問になっているので、質問を限定しなかったのはどういう理由だったのかなと思い

ました。 

○寺島委員長 質問項目については、この委員会でも一通り整理した経緯があるので、そ

の記録を精査することになると思います。 

 ご意見を伺ったということで、また、そのご意見に対して、次回以降、事務局から補足

で説明をしていただくことでもよろしいでしょうか。 

○Ｋ委員 分かりました。 

○寺島委員長 申し訳ございませんが、その点については、次回以降とさせていただきま

す。 

 ほかにございませんか。 

○Ｉ委員 報告書に自由記述がたくさんありまして、これは大人や子どもからいい意見が

たくさんあったと思うのですが、これをどう活用していくのかを聞きたかったです。 

 それから、私が気になった自由記述が一つありまして、３４ページの上から四つ目の四

角ですけれども、１０歳の子どもの方から、３歳の子どものほうが優先されてしまう、そ

れは１０歳の子の権利が侵害されているのではないかという意見がありました。権利と権

利のぶつかりについて、市としてどういうふうに考えているのかを聞きたかったです。 

○寺島委員長 重たいご質問ですけれども、いかがでしょうか。 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） 自由意見につきましては、今後のプランを策定

する際に組み入れていきたいと考えております。 

 先ほどの３歳と１０歳の権利と権利のぶつかり合いは、その状況で違うと思いますけれ

ども、お互いの落としどころではないですが、どっちか一方が権利を優先されるのではな

く、両方とも権利が守られるような形になると望ましいと思っております。 

○Ｉ委員 それを子どもの権利全体に適用させてほしいです。子どもの権利だけではなく、

大人の権利も守ってあげたらいいなと思います。 

○寺島委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○寺島委員長 それでは、令和５年度札幌市子どもに関する実態・意識調査結果について

の議論はここまでとさせていただきます。 

 先ほどＫ委員からご質問がありました点は、次回、事務局からご説明をいただきたいと

思います。 

○Ｈ委員 これは全部単純集計ですから、クロス集計をしてみて、そこで差が出てくるよ

うなものを抽出してみるようにしてみたらいかがでしょうか。そうしたほうがＫ委員が言

われた１５ページの差も明確化されていくというか、より具体的に分かってくるのではな
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いかと思います。 

○寺島委員長 それも含めてご検討いただければと思います。 

 ありがとうございました。 

 それでは、最後の議案に移らせていただきます。 

 第４次さっぽろ子ども未来プランの改定について、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） それでは、第４次さっぽろ子ども未来プランの

改定についてご説明いたします。 

 札幌市では、子どもが安心して暮らし、健やかに成長するまちを目指して、子どもの権

利条例を制定し、子どもの権利の保障を総合的かつ計画的に進めるために、第３次子ども

の権利に関する推進計画を策定しています。この計画は、子ども施策を総合的、計画的に

推進するための計画である第４次さっぽろ子ども未来プランに包含されており、当該計画

期間は令和６年度までであることから、今年度は次期計画を策定する必要があります。 

 本日は、次期計画の全体の方向性についてご報告いたします。 

 それでは、資料３をご覧ください。 

 まず、１、第４次さっぽろ子ども未来プラン改定の必要性についてです。 

 さきにもお伝えしましたとおり、第４次さっぽろ子ども未来プランは、計画期間を令和

２年度から５年間としており、令和６年度をもって満了となるため、次の計画である（仮

称）第５次さっぽろ子ども未来プランを策定する必要があります。 

 なお、以降の説明では、第４次さっぽろ子ども未来プランを現計画、（仮称）第５次さ

っぽろ子ども未来プランを次期計画と表現させていただきます。 

 次に、２、国の動きについてご説明いたします。 

 初めに、こども基本法についてです。 

 こども基本法は、全ての子どもが権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送

ることができる社会の実現を目指し、子ども施策を総合的に推進することを目的として施

行されました。 

 こども基本法では、子ども施策の基本理念として、子ども・若者の意見表明機会と社会

参画機会の確保などが定められており、また、子ども施策の策定等に当たって、子ども・

若者の意見を幅広く聴取して反映させるよう、国や地方自治体に義務づけています。 

 また、国に対し、こども大綱の策定義務を、地方自治体に対して、こども大綱の内容を

勘案した自治体子ども計画策定の努力義務を定めています。 

 続きまして、こども大綱についてご説明します。 

 こども大綱は、子ども施策を総合的に推進するために、子ども施策に関する基本的な方

針、重要事項を定めるもので、少子化社会対策大綱、子ども・若者育成支援推進大綱、子

どもの貧困対策に関する大綱が束ねられ一元化されており、国、地方自治体に対し、これ

まで以上に総合的かつ一体的に子ども施策を進めていくことを求める内容となっておりま

す。 



- 28 - 

 

 こども大綱では、全ての子ども・若者が自立した個人として健やかに成長することがで

き、その権利の養護が図られ、将来にわたって幸せな状態で生活を送ることができるこど

もまんなか社会を目指すと掲げています。ここから、こども大綱は、子ども・若者が権利

の主体であるという子どもの権利の理念が根幹となっていることが分かります。 

 また、子ども・若者の権利保障や組織横断的な官民連携の重視など、子ども施策に関す

る基本的な方針を定めています。 

 次のページになりますが、子ども施策に関する重要事項を、ライフステージという視点

に基づき、３分類にまとめており、①ライフステージを通じた重要事項として、資料に記

載している項目など七つの事項を、②ライフステージ別の重要事項として三つの事項を、

③子育て当事者への支援に関する重要事項として四つの事項をそれぞれ定めています。 

 次に、３、現計画の概要について、図をご覧ください。 

 現計画は、基本理念を、「子どもの権利を尊重し、子どもの輝きがすべての市民を笑顔

で結ぶまち」としており、四つの基本的な視点に立って基本目標を定めています。 

 この四つの基本目標のうち、基本目標①子どもの権利を大切にする環境の充実は、子ど

もの権利に関する推進計画と位置づけており、札幌市子どもの権利委員会が中心となって

計画づくりに当たっております。 

 また、基本目標②から④については、子ども・子育て支援に関する事項を所掌する附属

機関の子ども・子育て会議が中心となって計画づくりに当たっております。 

 図の下の部分、現計画の考え方ですが、子どもの権利の尊重の下で、子どもを社会の一

員として尊重し、子どもの育ちや子育てへの環境をより一層充実させていくという考え方

に基づいております。そのため、現計画と、さきに説明したこども大綱と照らし合わせる

と、子どもの権利を全体の通底理念としている点や切れ目のない支援を行うという視点、

組織横断的な連携により社会全体で子ども・子育て世帯を支えるという視点などが共通し

ていることから、現計画は、こども大綱の考え方を先んじて形にした計画と考えておりま

す。 

 次期計画においても、子どもの権利を主軸に、こども大綱の内容を踏まえながら、体系

の組立てを行ってまいります。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 ４、こども基本法等を踏まえた計画の位置づけ及び計画期間についてです。 

 現計画及び次期計画の位置づけについて、中ほどのイメージ図をご覧ください。 

 現計画の位置づけを図のグレー色の枠で示しております。 

 現計画は、市町村子ども・子育て支援事業計画と、子どもの権利に関する推進計画と、

市町村行動計画を合わせた計画です。これが次期計画となりますと、青色の枠で示したと

おり、新たにこども基本法に基づく市町村子ども計画として位置づけることとするため、

こども大綱の内容を勘案して策定いたします。 

 そのため、本市の次期計画においても、子どもに関する計画を束ね、一体的に子ども施



- 29 - 

 

策を推進するため、札幌市子どもの貧困対策計画及び札幌市ひとり親家庭等自立促進計画

を新たに統合するものとします。これにより、子どもの貧困対策、ひとり親家庭等に対す

る支援を含め、本市における子ども・子育て施策を子どもの権利を通底する理念として一

体的、総合的に推進することができると考えております。 

 図の下の部分に移りますが、次期計画については、札幌市まちづくり戦略ビジョンの方

向性を踏まえ、子ども施策分野の個別計画と位置づけるとともに、計画期間については、

社会情勢の変化や子ども・子育て支援法にて５年を１期とする事業計画を定めるものとさ

れていることを踏まえ、次期計画も２０２５年度から２０２９年度までの５年間といたし

ます。 

 最後に、４ページをご覧ください。 

 ５、改定の想定スケジュールについてです。 

 この表は、次期計画全体の改定スケジュールを表しておりますが、このうち、子どもの

権利に関する推進計画の該当部分に関しましては、子どもの権利委員会においてご審議い

ただきます。そのため、令和６年度は、合計４回の子どもの権利委員会の開催を予定して

おりますので、ご多忙のところを大変恐縮でございますが、ご協力のほどをよろしくお願

いいたします。 

 私からの説明は、以上となります。 

○寺島委員長 今後のスケジュールですが、今日の段階では、こういうプランの改定をす

る年度に当たっているということをご説明いただいて、皆さんと理解、認識を共有してい

ただくということでよろしいですよね。 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） はい。 

○寺島委員長 別途、素案の検討を９月以降の会議でなされるということでよろしいでし

ょうか。 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） はい、次回の委員会で検討を予定しております。 

○寺島委員長 それでは、ご質問、ご意見がありましたら、お願いいたします。 

○Ｈ委員 この検討は、この子どもの権利委員会だけでされるのか、ほかの委員会でも検

討されるのかをご質問させていただきたいと思います。 

○寺島委員長 ご説明をお願いいたします。 

○事務局（二渡子ども企画課長） 私がこの子ども未来プランに関する総括を担当してお

りますので、回答させていただきます。 

 先ほど説明した資料の２ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 第４次さっぽろ子ども未来プランの改定に当たって、現計画は、基本目標①から④がご

ざいますけれども、子どもの権利に関する推進計画は①になります。こちらにつきまして

は、子どもの権利委員会が中心になってご検討いただく内容になっております。 

 現計画の①から④に該当する内容は、矢印の下にございますけれども、札幌市子ども・

子育て会議という別の審議会がございまして、こちらで最終的には議論をさせていただき
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たいと考えております。 

○Ｈ委員 各々で意見交換をして全体をまとめるというふうに理解してよろしいですか。 

○事務局（二渡子ども企画課長） そうですね。 

 こちらの子どもの権利委員会で議論していただいた内容を踏まえ、札幌市子ども・子育

て会議の議論を経て、最終的な計画としてまとめていくという流れになります。 

○Ｋ委員 Ｈ委員の質問の関連ですが、具体的な意見交換の場を設定されるのでしょうか

という趣旨も含まれていると思うのですけれども、そこはされるという前提ですか。 

○事務局（二渡子ども企画課長） 子どもの権利委員会と子ども・子育て会議の意見交換

は、特に予定しておりません。 

○Ｈ委員 それはやらないですよね。 

 ただ、私は、これまでも別の委員会でも同じものが出ていることを確認しているのです。

ですから、今回もほかの委員会でも諮られて意見を述べて、そして、それをまとめて出す

という形になるのかなと思ったのですから、その確認のためのご質問でした。 

○事務局（二渡子ども企画課長） おっしゃるとおりでございます。 

○寺島委員長 ほかに、ご質問はございませんか。 

○Ｋ委員 時間がタイトになると想定されるので、リアルでの意見交換会がどこまででき

るのかはあるかもしれないのですが、全体の中身も含めてばらばらにならないほうがいい

と思うので、ウェブでもいいですし、個別のテーマによってということでもいいので、意

見交換ができればいいのではと思ったのが１点です。 

 それから、これは結構大きな計画ですから、子ども会議との関係も、頭出しというか、

リアルでのやり取りまでは難しいのかもしれないですけれども、そこでのすり合わせも経

ていただきたいと思いました。 

○寺島委員長 ほかにご意見、ご質問はいかがでしょうか。 

○Ｈ委員 ３ページにあるピラミッドの図ですけれども、分かりづらいというか、まちづ

くり戦略ビジョンとまちづくり戦略ビジョン・アクションプラン２０２３は別物ですよね。

これは重なっているという意味ですか。一番土台にあるのは札幌市まちづくり戦略ビジョ

ン・アクションプラン２０２３かなと思ったのですが、いかがですか。 

○事務局（二渡子ども企画課長） こちらのピラミッドの一番上にございます札幌市まち

づくり戦略ビジョンが札幌市全体の総合計画という位置づけになりまして、こちらは１０

年の計画になります。それに基づきまして、より個別の具体的な行動計画を定めたのが、

その下にございますアクションプランでございます。こちらは、直近で、昨年策定したも

のになりますけれども、５年間の計画と位置づけております。 

○Ｈ委員 アクションプランそのものはその前の段階もありまして、たしか２０１９だっ

たのではないかと思いますが、その続きになるのですね。 

○事務局（二渡子ども企画課長） そういうことになります。 

○寺島委員長 ほかにいかがでしょうか。 
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（「なし」と発言する者あり） 

○寺島委員長 では、第４次さっぽろ子ども未来プランの改定についての意見交換は、こ

れで終わります。 

 これで、本日予定していました議題は終了いたしました。 

 全体を通して、何かご意見等はございませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○寺島委員長 議事運営に不手際がありまして、時間が超過してしまいましたこと、申し

訳ございません。 

 それでは、本日の委員会はこれで終了となりますので、事務局にお戻しいたします。 

 

  ３．閉  会 

○事務局（石堂子どもの権利推進課長） 寺島委員長、ありがとうございました。 

 本日の子どもの権利委員会は、以上をもって終了となります。 

 次回の委員会は、本日、頭出ししました第４次さっぽろ子ども未来プランの改定に関す

る素案に加え、ユニバーサル推進室が所管する（仮称）共生社会推進条例の骨子案に関す

る報告及び意見聴取としまして、９月頃に開催を予定しております。 

 開催に当たりましては、改めて皆様のご都合などを確認の上、ご案内いたしますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、お忙しいところ、ありがとうございました。 

                                  以  上   


